
　私達は、調査の名の下に虐待されている

一部の野鳥たちを少しでも救いたいと考え、

野鳥たちがおかれている悲惨な現状を、よ

り多くの方々に知ってもらうべく行動を起

こしました。

　私たちの周りには、たくさんの野鳥が暮

らしています。スズメ、ヒヨドリ、ツバメ、

少しさがせば、シジュウカラ、メジロ、モ

ズなどを見つけることができます。池や河

原ではカワセミの姿を見つけることができ

るでしょう。春になるとオオルリやキビタ

キ、コマドリが南の国から渡ってきます。

神社の大木ではフクロウの兄弟がすくすく

育っています。冬になればツグミやルリビタキ、ジョウビタキが姿を見せてくれます。野鳥たちの姿は美しくて

愛らしく、優しいその歌声が私達を癒してくれます。

◇◆◇

　野鳥は保護されるべきものだとして、捕まえてはいけないことが鳥獣保護法で定められています。しかし、そ

んな野鳥たちを捕まえる資格を持った人たちが存在します。鳥類標識調査員 (バンダー)と呼ばれる人たちです。

バンダーは、厳しい審査に合格し、鳥についての充分な知

識と鳥を安全に捕獲する技術を持つと認定された人達です。

環境省が山階鳥類研究所に委託して、山階鳥類研究所の監

督下に、このバンダーによって鳥類標識調査が行われてい

ます。

　私達は、「鳥類保護のため」と謳われて長年続けられて

いる標識調査に対して、いくつかの疑問を抱きました。こ

の調査が、保護どころか、かえって野鳥たちを危険にさら

し、さらに減少や絶滅の一因となっているのではないかと

いう疑問を抱いたのです。

　

◇◆◇

　バンダーは飛んでいる野鳥を、かすみ網を使って捕まえます。かすみ網は、使用するどころか所持することす

ら違法です。例外的に、このかすみ網の所持と使用を許可されたのがバンダーなのです。下の写真は、群れごと

かすみ網にかかったツバメの様子です。かすみ網にかかった野鳥には強い負担がかかります。突然自由を奪われ

るのですから、ショックとストレスを受けるのです。実際、ショック死するもの、網からはずす際にケガをする

ものも少なくない場合もあるようです。このように、かすみ網は野鳥にとってたいへん危険なものです。ですか

ら、厳格な調査マニュアルによって、その使用方法が事細かに規定されているのです。

捕まえられた野鳥は、このように固体識別用の金属製リングを脚につけられ、放されます。いわゆる「足環」を

着けられるわけです。（写真は 2005年７月２５日・多摩川河畔のもので、合法的かつ適切な調査です）

◇◆◇


